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修正箇所一覧 
※軽微な文言の修正等除く 

頁 概要 内容 
概要版 右上のテーマ 

追加 
・継続的課題への対応 
・実効性の高い計画 
➡ 
農と住が調和した魅力あふれる世田谷農業 
～未来につなぐ「せたがやそだち」～ 

概要版 第１章 また、この計画は、農業経営基盤強化促進法における
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」
として位置づけます。 
➡ 
また、この計画は、都市農業振興基本法における、世
田谷区の地方計画を兼ねるものとします。 

概要版 第２章 ５ 2022年には、生産緑地指定解除の影響により更なる減
少も危惧されているため 
➡ 
2022 年には、生産緑地地区指定から 30 年が経過する
ことから、更なる減少も危惧されているため 

概要版 第３・４章 
１多様な農業者へ
の支援 
目標指標 

認定農業者（経営体）数：50戸 
➡ 
認定農業者（経営体）数：60戸 
 

概要版 第３・４章 
４農のある暮らし
の充実 
具体的施策④ 
文言修正 

④農業振興等拠点運営 
➡ 
④農業公園運営 

概要版 第３・４章 
５農地を守るまち
づくりの推進 

施策(3)追加 

施策(3) 農業公園の整備 

具体的施策 ①農業公園整備 

１ 第２段落 

文章修正 

・・・高く評価され、また防災面での役割も・・・ 
➡ 
・・・高く評価され、また、2011年 3月に発生した東

日本大震災を契機として農地が持っている防災面での
役割も・・・ 

１ 第５段落 
文章追加 

・・・ブランド価値を高めることでもあります。 
 国においては・・・ 
➡ 
・・・ブランド価値を高めることでもあります。 
しかしながら、区内の農地は一貫して減少を続けて

います。このため、隣接する杉並区と目黒区及び両区
を地区とする JA 東京中央と JA 世田谷目黒と連携し、

区民とともに国に対して都市における農業振興策と農
地保全策の転換を訴えていくことを目的に、「アグリフ

ェスタ」や「都市農業トークライブ」などの協働事業

資料４ 
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頁 概要 内容 

を実施しています。また、都市農地を持つ都内 38団体

で構成する「都市農地保全推進自治体協議会」を通じ
て、国に対して要望活動を続けてきました。 

これらの活動が実り、国においては・・・ 

１ 頁下部注釈追加 せたがや農業塾 

２ 図修正 都市農業振興基本計画策定、世田谷区関連計画追加 

３ 頁下部注釈追加 認定・認証農業者制度、農業サポーター 

３ 基本方針１ 
文章修正 

また、せたがや農業塾は、これまで 128 人の卒塾生を
有し、後継者育成の場として区内農家に広く認知され、

➡ 
また、せたがや農業塾は、これまでに延べ 128 人もの

卒塾生を有し、後継者育成の場として区内農家に広く
認知され、 

４ 頁下部注釈追加 JA、生産緑地 

７ 都市農業に関連す

る法律の改正等の
主な内容 

全体的に表現精査 

８ 【東京都の動
向】追加 

○都市づくりのグランドデザイン（2017年（平成 29
年）９月策定） 

９ 図修正 世田谷区概要図入れ替え 

９ （１）世田谷区の

位置・面積 
 

区の面積は、58.05 ㎢であり、土地利用の 9 割が住宅

系で占められており、 
➡ 

区の面積は、58.05 ㎢であり、用途の 90％以上が住居
地域系で占められており、 

９ 図変更 年齢・男女別人口構成を 2019年度版に変更 

９～２７ レイアウト等変更 全体的に拡大し、レイアウト変更 
ｐ１０等いくつかのグラフに１０年前の数値追加 

１０ 冒頭文章修正 統計データや 2017 年度（平成 29 年度）に実施した
アンケート（農業者・区民・関係事業者）の結果よ

り、世田谷区の農業・農地の現状や課題を整理しま
す。 

➡ 
統計データや 2017 年度（平成 29 年度）に実施した農

業者アンケート（対象：経営農地面積 10a（約一反）
以上で、区内に住所を有する農業者 404 名、方法：調

査票を対象農家に配付し、記入後郵送により回収、回
収票数：342、回収率：84.7％）、区民アンケート（対

象：区政モニター198 件、方法：郵送配付、郵送回収
及び Eメールによる送受信、回収票数：175、回収率：

88.4％）、ヒアリング等の結果より、世田谷区の農業・
農地の現状や課題を整理します。 

１０ 図修正 年代別農業従事者数グラフ修正（グラフ凡例の変更等） 

１０ コラム追加 世田谷の農業 

１９ 頁下部注釈追加 経営農地、宅地化農地 
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頁 概要 内容 

２１ 第２段落 

文章修正 

・・・生産緑地法の改正等に伴う農地を維持・確保す

るための対策や、トラスト制度や買取り基金といった
独自の農地保全制度等の検討が求められています。 

➡ 
・・・生産緑地法の改正等に伴う農地を維持・確保す

るための対策や、買取り申出に対応する基金といった
独自の農地保全制度等の検討が求められています。 

２４ （１）世田谷農業
の可能性 

第２、３段落 
文章修正 

近年、メンタルヘルス対策として農作業がもたら
す効果の研究が進んでいることなどを背景に、企業

や福祉施設と連携した新たな事業が、世田谷の農地
を拠点に展開できる可能性が大いにあります。 

さらに、区民参加による農業の振興については、
収穫体験、一連の農作業を学ぶ体験、年間を通じ

た農業講習会、区民農園や農業者による体験農園
など、多彩なメニューをこれまでも実施しており、

区民の多くが農業への関心を高めています。 
➡ 

また、区民参加による農業の振興については、収
穫体験、一連の農作業を学ぶ体験、年間を通じた農

業講習会、区民農園や農業者による体験農園など、
多彩なメニューをこれまでも実施しており、区民の

多くが農業への関心を高めています。 
これら収穫体験や体験農園などをビジネスとして展

開できる可能性や、六次産業化や農商工連携、さらに
は、企業や福祉施設と連携したメンタルヘルス対策や

農福連携など新たな事業についても、世田谷の農地を
拠点に展開できる可能性があります。 

２４ 頁下部注釈追加 六次産業化注釈追加 

２５ キャッチフレーズ

追加 
 

上記をふまえ、世田谷区農業振興計画の理念のキャッ

チフレーズを以下のように定めます。 
農と住が調和した魅力あふれる世田谷農業 

～未来につなぐ「せたがやそだち」～ 

２７ 基本方針５（３）
追加 

(３)農業公園の整備 

２９ 目標指標 ２）

認定農業者およ
び認証農業者数

（経営体数） 

認定農業者数は約 1割増加の「50戸」・・・・ 

➡ 
認定農業者数は 3割増加の「60戸」・・・ 

３０ 基本方針２ 

リード文修正 
 

世田谷産農産物「せたがやそだち」の流通拡大を図る

ための取組みを進めます。世田谷農業の立地特性を活
かした周辺住民・事業者との関係づくり、ファンづく

りによる流通促進を図ります。 
➡ 

区内産農産物「せたがやそだち」の流通拡大を図るた
めの取組みを進めます。世田谷農業の立地特性を活か
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頁 概要 内容 

した周辺住民・事業者との関係づくりによる流通促進、

「せたがやそだち」のブランド価値を高める取組みを
行います。 

３４ 基本方針４ 
文章追加 

・・・、今後さらなる充実を図ります。 
「景観形成」、「交流創出」、「食育・教育」、・・・ 

➡ 
・・・、今後さらなる充実を図ります。特に、農

業公園については、世田谷区農地保全方針に基づ
き、整備を進めます。 

また、「景観形成」、「交流創出」、「食育・教育」、・・・ 

３４ 図内文字修正 農業振興等拠点➡農業公園 

３５ 目標指標 
４）区民の理解

度 
文章修正 

世田谷農業の認知度は 9 割、農地を残すことへの賛同
は 8割を目標とします。 

➡ 
世田谷農業の認知度、農地を残すことへの賛同ともに、

「90％」を目標とします。 

３５ 目標指標５） 

追加 

５）農業公園のイベント参加者数（再掲） 

世田谷区が農地を取得して整備した農業公園は、多
くの区民が農業体験を通して農業への理解を育む貴重

な場として引き続き事業の充実を図り、イベント等の
参加者を増やします。2017年度（平成 29年度）現在、

瀬田農業公園と喜多見農業公園のイベント等参加者数
は約 760 人ですが、10 年後までに「1,100 人」とする

ことを目標とします。 

農業公園のイベント参加者数（再掲）：1,100人 
 

３６ 基本方針５ 
文章修正・追加 

・・・担い手への農地集約による生産規模の拡大、
新たな担い手の参入、・・・さらに、農地を保全す

るための世田谷区独自の制度構築についても検討
を行います。 

農地保全による潤いのあるまちづくりとして、
災害時の備えとしての農地の活用の取組みを推進

します。 
➡ 

・・・担い手への農地集約による生産規模の拡
大、農家出身ではない新たな担い手の参入、・・・

さらに、農地を保全するための世田谷区独自の制
度構築についても検討を行います。これらの農地

保全策を講じた上でも保全できない農地につい
て、一定条件を満たす場合、世田谷区農地保全方

針に基づき、農業公園として整備を進めます。 
また、災害時の備えとしての農地の活用の取組

みを推進します。 

３６ 具 体 的 施 策

（３）追加 

(３)農業公園の整備 
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頁 概要 内容 

３６ 図内文字修正 宅地化農地追加、(３)農業公園の整備追加 

３７ 目標指標  
１）農地面積 

文章修正 

・・・2022年から生産緑地指定解除が始まることの影
響も考えられ、・・・ 

➡ 
・・・2022年には生産緑地地区指定から 30 年を経過

した農地の買取り申出が可能となることの影響も考え
られ、・・・ 

４１ ２）農業経営の
改善 

５（３）追加 

(３)農業公園の整備 

４４ コラム追加 せたがや農業塾 

４６ コラム追加 女性農業者 

４７ 文章修正 特に、小中学校の栄養士との意見交換や小売店舗と

の連携など、関係づくりを重視した取組みを推進し
ます。 

➡ 
特に、小売店舗等との連携など、関係づくりを重視

した取組みを推進します。 

４７ 事業内容及び工程 
①施策 

①学校給食への区内産農産物供給 
➡ 

①学校給食での区内産農産物活用 

４７ 事業内容及び工程 

①内容 

・地産地消、食育の充実を図るため、区内産農産物の

学校給食での活用を促進 
・小中学校栄養士等との意見交換など、活用促進に向

けた場づくりを実施 
➡ 

・地産地消、食育の充実を目指し、小中学校への区内
農産物の情報提供などを通じて、学校給食での活用を

促進 

４７ 事業内容及び工程 

①事業工程 

既存制度の拡充 

➡ 
検討・試行 検証・推進 

４７ 事業内容及び工程
②内容 追加 

・即売会での花きの取り扱いを実施 

４７ 写真追加 せたがやそだち給食 

４９ コラム追加 大蔵大根 

５０ 事業内容及び工程

①③事業工程 
 

既存制度の拡充 

➡ 
既存制度の継続 

５０ コラム追加 世田谷区の花き・園芸の変遷 

５３ 第 4段落追加 

第 5段落文章修正 

・・・実施・拡充していきます。 

また、区立小学校の児童の貴重な農業体験機会とし
て、花の栽培指導・・・ 

➡ 
・・・実施・拡充していきます。 
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頁 概要 内容 

 さらに、区が農地を取得して整備した農業公園につ

いては、開園から間がないこともあり、まだ区民の認
知度が低い状態ですが、子どもから大人まで多くの区

民が農業体験を通して農業への理解を育む貴重な場と
して引き続き事業の充実を図ります。 

 また、区立小学校の児童の貴重な花育の場として、
区内花農家による花の栽培指導・・・ 

５３ 事業内容及び工
程①事業工程 

既存制度の継続 
➡ 

既存制度の拡充 

５３ 事業内容及び工

程④施策 

④農業振興等拠点運営 

➡ 
④農業公園運営 

５４ コラム追加 農業公園 

５６ 文章修正 さらに、世田谷区独自に農地を保全する制度として、

トラスト制度・・・ 
➡ 

さらに、世田谷区独自に農地を保全する制度を検討し
ます。また、農地保全の取組みに賛同いただける区民・

団体・事業者等から寄付金を募り、これを取組み資金
として活用する制度・・・ 

５６ 文章修正 ・・・基金の設立などを検討します。 
➡ 

・・・基金等の調査・研究を進めます。 

５６ 事業内容及び工程 
②③事業行程 

情報周知・意向整理 
➡ 

情報周知・指定推進 

５６ 事業内容及び工程

⑥内容 

トラスト制度として区民等からの寄付を集める方

法、・・・ 
➡ 

区民等からの寄付を集める方法、・・・ 

５６ 事業工程修正 

 
 

 
 

 
 

 

⑤都市農地の貸借円滑化法の活用 

事業工程 

前期 中期 後期 

   

➡ 

事業工程 

前期 中期 後期 

仕組み検

討・試行 

継続実施  

 

仕組みの検討・運用 
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頁 概要 内容 

５７ 基本方針５（３）

追加 
５－（３） 農業公園の整備 

世田谷区農地保全方針に基づき指定されている区内 7
地区の農地保全重点地区の中で都市計画決定済みのも

のについて、農業公園として整備し、農業振興等の拠
点機能として活用します。 

 
【事業内容及び工程】 

施策 内容 

事業工程 

前

期 

中

期 

後

期 

①農業公園

整備 

・農地保全方針に
基づく、農業公園

の整備 
 

   

 

全 体 表 現
統一 

 JA（農協表記から変更） 
区内産農産物（世田谷産等を統一） 

 

既存制度の継続 


